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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

試験炉規則第15条第１項第１号～第２号（記載省略）  本申請の範囲外 

 

試験炉規則第15条第１項第３号 

試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織 

１．試験研究用等原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務

内容が定められていること。 

【第１編 総則】 

（職務） 

第７条 原子炉施設の保安に関する各職位と職務は次のとおりとする。 

(1) ～ (37) （変更なし） 

(38) 臨界技術第１課長は、施設管理者として、ＳＴＡＣＹの本体施設の運転及び保守の管

理、核燃料管理者として、燃料並びにＶＨＴＲＣ施設及びＴＣＡから引き渡された使用済

燃料の管理並びに区域管理者として、ＳＴＡＣＹの管理区域に係る放射線管理に関する業

務を行う。また、施設管理者として、ＴＲＡＣＹの本体施設の廃止措置の管理及び区域管

理者として、ＴＲＡＣＹの管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。 

 

(39)  （変更なし） 

２ この規定に定める保安活動及び品質マネジメント活動と前項に掲げる者との関連は、別表

第３に示すとおりとし、各職位は、品質マネジメントの考えのもとに各自が所掌する保安活

動の業務を実施する。 

３ 同一の原子炉施設が複数の施設管理統括者によって分担管理されている場合における当該

施設の保安管理のとりまとめは、特に定めのない限り、本体施設の施設管理統括者が行う。 

４ 施設管理者の業務の一部を行わせるため分任施設管理者を置くことができ、分任施設管理

者に係る業務等は、次のとおりとする。 

(1) 分任施設管理者が行う保安管理の業務のとりまとめは、施設管理者が行う。 

(2) 分任施設管理者及びその業務の範囲は、所長が指定する。 

５ 同一の原子炉施設が複数の施設管理者によって運転されている場合における運転のとりま

とめは、本体施設の施設管理者が行う。保守についても、これを準用する。 

 

左記のとおり原子炉施設

の保安に関する各職位の

職務内容を定めている。 

（以下括弧内に変更箇所

の理由を記載） 

（使用済棒状燃料の受入

れに伴う変更） 

試験炉規則第15条第１項第４号～第６号（記載省略）  本申請の範囲外 

 

試験炉規則第15条第１項第６号イからハまで 

試験研究用等原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき事項、異状があった場合の措置等 

  

１．試験研究用等原子炉の運転に必要な運転員の確保について定められていること。 【第11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（要員の配置） 

第３条 臨界技術第１課長は、次の各号に掲げるときは、所管する原子炉の運転等に必要な知

識を有する者（原子炉の運転管理に関する２か月以上の実務研修並びに設置許可書、保安規

定、施設概要、運転管理、保守管理及び非常時の措置に係る３日以上の教育研修を受けた者）

を制御室に配置しなければならない。 

(1) 第18条第１項の定めにより運転開始前の措置を行うとき。 

(2) 原子炉の運転を開始してから、第22条第１項及び第２項の規定により運転停止後の措置

左記のとおり原子炉の運

転に必要な運転員の確保

について定めている。 

（原子炉運転に関する変

更） 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定と審査基準との整理表 

2 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

を確認するまで。 

２ 臨界技術第１課長は、前項第２号に該当するときは、制御室に２人以上の運転要員を配置

しなければならない。 

３ 工務第１課長は、第１項第２号に掲げる場合は、工務監視室に１人以上の運転要員を配置

しなければならない。 

 

２．試験研究用等原子炉施設の運転管理に係る組織内規程類を作成することが定められている

こと。 

【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（手引の作成） 

第４条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＳＴ

ＡＣＹ本体施設運転手引を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項 

(2) 運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

(5) 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理に関する事項 

(6) 可燃物の管理に関する事項 

(7) 不使用設備の管理に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定めた特

定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得

なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＳＴＡ

ＣＹ原子炉主任技術者（以下この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得なけ

ればならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をした

ときは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

左記のとおり運転管理に

係る組織内規程類を作成

することについて定めて

いる。 

 

 

 

 

（使用済棒状燃料の追

加） 

（原子炉運転に関する変

更、号番号の繰下げ） 

３．運転員の引継時に実施すべき事項について定められていること。  本申請の範囲外 

【STACY該当なし】 

 

４．試験研究用等原子炉の起動その他の試験研究用等原子炉の運転に当たって確認すべき事項

及び運転の操作に必要な事項として、以下の事項が定められていること。 

  

（１） 運転上の遵守事項に関すること。 【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（鍵の管理） 

第９条 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹに係る建家の出入口の鍵及び原子炉の運転に関す

左記のとおり運転上の遵

守事項に関することにつ

いて定めている。 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

る鍵を管理しなければならない。 

２ 工務第１課長は、特定施設の運転に関する鍵を管理しなければならない。 

（原子炉運転に関する変

更） 

  （ＴＲＡＣＹとの同時作業の管理） 

第９条の２ 臨界技術第１課長は、ＴＲＡＣＹ廃止措置計画の第２段階（ＴＲＡＣＹ固有設備

の解体撤去）の工事をするときは、ＳＴＡＣＹの運転及び不使用設備の解体工事をしてはな

らない。 

 

（ＴＲＡＣＹ廃止措置計

画第１段階工事終了に伴

う記載の適正化） 

  （運転訓練） 

第９条の３ 臨界技術第１課長は、原子炉研修生の訓練に当たっては、運転要員の監督、指示

の下、訓練を受ける者に原子炉の運転操作に関する事項を遵守させなければならない。 

（原子炉運転に関する追

加） 

 （自然現象等に備えた管理） 

第27条の３ 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹの周辺に森林火災が発生した場合に備えて、別

図第３に示した範囲に森林が拡大しないよう樹木を管理しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、竜巻（藤田スケールＦ１、最大風速 49 m/s）による飛来によって、

ＳＴＡＣＹに影響を及ぼすおそれがある物体に対して、飛来防止対策を講じなければならな

い。 

３ 臨界技術第１課長は、飛来防止対策の実施状況について、定期事業者検査を受ける時期ご

とに巡視しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、火山の噴火に伴う降下火砕物を除去するための資機材について、管

理しなければならない。 

５ 工務第１課長は、地震による溢水対策として、極低レベル廃液貯槽の破損による放射性液

体廃棄物の管理区域外漏えいを防止するため、極低レベル廃液貯槽の貯留量を55ｍ３以下で

管理しなければならない。 

 

別図第３ ＳＴＡＣＹ周辺に係る樹木の管理の範囲（図面省略） 

 

（自然現象等に備えた管

理を追加） 

 （燃料の装荷） 

第31条 臨界技術第１課長は、燃料を炉心に装荷しようとするときは、次の各号に掲げる事項

について、確認しなければならない。 

(1) 未臨界板が挿入されていること。 

(2) 炉心証明書に記載された炉心配置であること。  

(3) 燃料に異常がないこと。 

 

（原子炉運転に関する変

更） 

（２） 運転計画及び運転許可に関すること。 【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（運転実施計画） 

第７条 臨界技術第１課長は、１週ごとに、次の各号に掲げる事項を明らかにした原子炉運転

実施計画を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。運転日、炉心

証明書番号及び炉心装荷物を変更しようとするときも、同様とする。 

左記のとおり運転計画及

び運転許可に関すること

について定めている。 

（原子炉運転に関する変

更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

(1) 運転日及び運転時間 

(2) 炉心証明書番号 

(3) 実験の種類 

(4) 熱出力 

(5) １運転積算出力、週間積算出力及び年間積算出力 

(6) 安全保護回路の解除に関する事項 

(7) 炉心装荷物 

(8) インターロックの解除に関する事項 

２ 臨界技術第１課長は、前項の原子炉運転実施計画に安全保護回路の解除について定めると

きは、別表第２に掲げる項目のうち、解除の条件を記載している項目について、解除の条件

を満足していることを確認しなければならない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項の承認を受けたときは、その実施前に、工務第１課長及び放

射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 （年間運転計画） 

第７条の２ 臨界ホット試験技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項

を明らかにしたＳＴＡＣＹの年間運転計画（以下この編において「年間運転計画」という。）

を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

(1) 定期事業者検査の予定期間 

(2) 第25条に定める修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならな

い。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認を受けたときは、臨界技術第１課長、工務第１

課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

（原子炉運転に関する変

更） 

 （運転開始命令） 

第19条 原子炉の運転開始命令は、臨界技術第１課長が行うものとする。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を開始しようとするときは、第18条第３項の定めによ

り特定施設に異常がない旨の通報を受け、かつ、第２編第38条第３項の定めにより放射線測

定機器の点検の結果に異常がない旨の通報を受けた後でなければ、前項の運転開始命令を行

ってはならない。ただし、第38条の定めにより確認を行って原子炉の運転を開始しようとす

るときは、この限りでない。 

３ 運転要員は、臨界技術第１課長の運転命令により、第７条第１項の原子炉運転実施計画に

従って運転を行わなければならない。 

（原子炉運転に関する変

更） 

 （運転に係る通報及び表示） 

第20条 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を開始又は停止しようとするときは、一斉指令装

（原子炉運転に関する変

更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

置により運転開始又は停止の通報を行わなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転開始から停止するまで、運転表示灯を点灯しておかな

ければならない。 

 

（３） 起動前及び停止後の措置に関すること。 【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（運転開始前の措置） 

第18条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、別

表第８に掲げる設備について、それぞれ点検を行い、正常な状態であることを確認しなけれ

ばならない。 

２ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同一運転日において、計画停止した原子炉の運転

を再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認

しなければならない。 

３ 工務第１課長は、第１項及び第２項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報しなければな

らない。 

 

別表第８ 原子炉起動時に正常な状態であることを確認すべき施設・設備（第18条関係） 

施   設 設   備 

本体施設 

原子炉本体 炉心タンク 

計測制御系統施設 

中性子計測設備 

制御設備 

安全保護回路 

気体廃棄施設 気体廃棄物処理設備 

特定施設 

受変電設備 

非常用電源設備 

気体廃棄設備 

液体廃棄設備 

圧縮空気設備 
 

左記のとおり起動前及び

停止後の措置に関するこ

とについて定めている。 

（原子炉運転に関する変

更） 

 （原子炉運転中の巡視） 

第21条 工務第１課長は、原子炉の運転開始後、次の各号に掲げる設備について、１日１回以

上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 非常用電源設備 

(3) 気体廃棄設備 

(4) 液体廃棄設備 

(5) 圧縮空気設備 

（原子炉運転に関する変

更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

 （運転停止後の措置） 

第22条 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1) 炉心タンクの水位が零以下であること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

(3) 安全板が完全に挿入されていること。 

２ 前項の確認を行った後、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同日内において再起動を

行わないときは、別表第10に掲げる設備の状態について、それぞれ点検しなければならない。 

３ 工務第１課長は、前項の点検の結果を臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

 

別表第10 原子炉運転停止後の本体施設及び特定施設の点検（第22条関係） 

施 設 区 分 設 備 等 確認すべき設備状態 

本体施設 制御設備 ダンプ槽の水位 

特定施設 

受変電設備 電源の電圧 

気体廃棄設備 排風機の作動状態 

液体廃棄設備 貯槽の液位 

圧縮空気設備 圧縮機の作動状態 
 

（原子炉運転に関する変

更） 

（４） 試験研究用等原子炉の運転上の制限に関すること。 【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（出力の制限） 

第10条 臨界技術第１課長は、原子炉を運転するときは、最大熱出力200ワット以下で、かつ、

１運転積算出力0.1キロワット時以下、週間積算出力0.3キロワット時以下、年間積算出力3キ

ロワット時以下で行わなければならない。 

左記のとおり運転上の制

限に関することについて

定めている。 

（原子炉運転に関する変

更） 

 （炉心装荷物の制限） 

第11条 臨界技術第１課長は、第６条第１項の炉心証明書及び第７条第１項の原子炉運転実施

計画に定められた物以外のものを炉心に装荷してはならない。なお、可動装荷物及びサンプ

ル棒の設計・製作は、「原子力科学研究所ＳＴＡＣＹ可動装荷物等設計・製作基準」に従わな

ければならない。 

（原子炉運転に関する変

更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

（５） 試験研究用等原子炉の運転上の条件に関すること。 【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（安全保護回路の作動条件） 

第15条 臨界技術第１課長は、原子炉について、別表第２に掲げるところにより、安全保護回

路が作動するよう設定しなければならない。ただし、同表の解除の条件を満足する場合にお

いて、第７条第１項の原子炉運転実施計画で定めるとき又はその都度臨界ホット試験技術部

長の承認を受けたときは、これを解除することができる。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項ただし書の承認をしようとするときは、原子炉主任技術

者の同意を得なければならない。 

 

別表第２ 安全保護回路の作動条件（第７条関係、第15条関係） 

項   目 作 動 条 件 解除の条件 

原 

 

子 

 

炉 

 

ス 

 

ク 

 

ラ 

 

ム 

起動系炉周期短 ５秒以下になったとき。 

臨界未満状態でパルス中性

子実験を行うとき。 

原子炉起動時の臨界未満状

態で起動用中性子源を挿入

するとき。 

運転系対数出力系炉周

期短 
５秒以下になったとき。 

臨界未満状態でパルス中性

子実験を行うとき。 

原子炉起動時の臨界未満状

態で起動用中性子源を挿入

するとき。 

安全出力系出力高 
200Ｗの110％以上になったと

き。 
――― 

積分出力高 0.1kW・ｈ以上になったとき。 ――― 

炉心タンク水位高 
最大給水制限スイッチが炉心タ

ンク内水位を検知したとき。 
――― 

地震加速度（水平）大 
0.25ｍ／s２（25Gal）以上の水平

地震が発生したとき。 
――― 

地震加速度（垂直）大 
0.25ｍ／s２（25Gal）以上の垂直

地震が発生したとき。 
――― 

電源電圧低 90V以下になったとき。 ――― 

高圧電源電圧低 
設定電圧の－10％以下になった

とき。 
――― 

手動スクラム スクラムボタンを押したとき。 ――― 

安全スイッチ スイッチボタンを押したとき。 ――― 

炉室（Ｓ）遮蔽扉開 閉でない。 ――― 

炉下室（Ｓ）遮蔽扉開 閉でない。 ――― 
 

左記のとおり運転上の条

件に関することについて

定めている。 

（原子炉運転に関する変

更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

 （警報回路の作動条件） 

第16条 臨界技術第１課長は、原子炉について、別表第５に掲げるところにより、警報回路が

作動するよう設定しなければならない。 

 

別表第５ 警報回路の作動条件（第16条関係） 

項    目 作  動  条  件 

起 動 系 
炉周期短 20秒以下になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

運転系線型

出力系 

測定範囲逸脱 
各測定レンジの10％以下又は90％以上になったと

き。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

運転系対数

出力系 

炉周期短 20秒以下になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

安全出力系 

出 力 高 原子炉出力180Ｗ以上になったとき。 

積分出力高 原子炉積分出力40Ｗ・ｈ以上になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

炉心タンク水位高 
炉心タンク内水位が予想臨界水位の3/4以上にな

ったとき。 

高速給水流量高 
炉心タンク水位上昇速度2.5mm／ｓに相当する流

量以上になったとき。 

低速給水流量高 

反応度添加率３セント／ｓ及び炉心タンク水位上

昇速度１mm／ｓに相当する流量以上になったと

き。 

炉心温度高 70℃以上になったとき。 

ダンプ槽温度高 70℃以上になったとき。 
 

（原子炉運転に関する変

更） 

 （負圧の維持） 

第17条 工務第１課長は、原子炉の運転中、炉室内の圧力を別表第６に掲げるところにより負

圧に維持するように努めなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、別表第７に掲げるグローブボックスを使用するときは、グローブボ

ックス内の圧力を負圧に維持しなければならない。 

 

別表第６ 炉室の負圧の維持の基準（第17条関係） 

項  目 維 持 管 理 値 

炉室内の圧力 
－49 ～ －245Pa 

（水柱－５mm ～ －25mm） 
 

（原子炉運転に関する変

更） 

 

（項番号の繰下げ） 

 

 

 

 

 

 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定と審査基準との整理表 

9 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

５．臨界実験装置については、以下の事項が定められていること。 

・燃料体、減速材、反射材等の配置及び配置替えに伴う炉心特性の算定及びその結果の承認

に関すること。 

【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（炉心構成書） 

第５条 臨界ホット試験技術部長は、新炉心を構成しようとするときは、次の各号に掲げる事

項を明らかにした炉心構成書を作成し、原子力科学研究所長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 実験の目的 

(2) 最大熱出力 

(3) 炉心構成 

(4) 給水制限 

(5) 過剰反応度 

(6) 安全板の反応度 

２ 前項の炉心構成書は、別表第１に掲げる炉心構成の条件を満たすものでなければならない。 

３ 原子力科学研究所長は、第１項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 

別表第１ 炉心構成の条件（第５条関係） 

項    目 条    件 

(1) 炉心 

イ ウラン棒状燃料 

1) 種類 

2) ２３５Ｕ濃縮度 

3) 最大挿入量 

4) 挿入本数 

 

 

  ロ 中性子毒物添加棒状燃料 

1) 種類 

2) ２３５Ｕ濃縮度 

3) 最大挿入量（燃料試料挿入管を含む。） 

 

(2) 最大過剰反応度 

(3) 安全板による停止時の中性子実効増倍率 

(4) 最大反応度価値を有する安全板１枚が挿入不能

の場合の中性子実効増倍率 

(5) 制御設備による最大反応度添加率 

(6) 可動装荷物による最大反応度添加率 

(7) 可動装荷物の反応度価値 

(8) 減速材及び反射材温度 

 

 

二酸化ウラン 

10wt％以下 

720kgＵ 

50本以上900本以下（ただし、140cm

超の給水によっても臨界とならな

い場合は900本以下） 

  

二酸化ウラン 

10wt％以下 

炉心に装荷する総ウラン重量（燃料

試料挿入管を含む。）の1/100以下 

0.8ドル 

0.985以下 

 

0.995以下 

３セント/s 

３セント/s 

0.3ドル以下 

70℃以下 
 

左記のとおり臨界実験装

置の燃料体、減速材、反射

材等の配置及び配置替え

に伴う炉心特性の算定及

びその結果の承認に関す

ることについて定めてい

る。 

（原子炉運転に関する変

更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

 （炉心証明書） 

第６条 臨界技術第１課長は、炉心を構成するとき、次の各号に掲げる事項のうち、第１号及

び第２号の事項並びに第３号から第５号までの推定値（計算解析により算定。ただし、測定

値により推定可能な場合は計算解析を省略することができる。）を記載した炉心証明書を作成

し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。なお、次項の承認を受けた炉

心を構成する場合は、この限りでない。 

(1) 最大熱出力 

(2) 炉心構成 

(3) 臨界量 

(4) 過剰反応度 

(5) 安全板の反応度 

(6) 炉心構成の変化範囲 

２ 臨界技術第１課長は、前項で承認を受けた炉心において運転を行う場合、前項第３号から

第５号までの測定値及び第６号を記載した炉心証明書を作成し、臨界ホット試験技術部長の

承認を受けなければならない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

 

（原子炉運転に関する変

更） 

６．地震、火災等の発生時に講ずべき措置について定められていること。 【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（警報回路が作動した場合の措置） 

第34条 臨界技術第１課長は、別表第５に掲げる警報回路が作動したときは、その原因及び状

況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。この場合において、

その原因が特定施設にあるときは、工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の通報を受けたときは、正常状態に復帰させるための措置を講ずる

とともに、その原因及び状況並びに講じた措置を臨界技術第１課長に通報しなければならな

い。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項で作動した警報回路が正常に復帰できない場合は、警報原因

の区分に応じて別表第18に掲げる措置を講じなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、別表第18に掲げる措置により原子炉を手動停止したときは、第37条

に定める原子炉が計画外停止した場合等の措置を講じなければならない。 

 

別表第18 警報回路が復帰できなかったときの措置（第34条関係） 

警報原因の区分 措置 警報回路の項目 運転継続又は停止の条件 

原子炉施設の保

安に影響を及ぼ

すと考えられる

場合 

運転停止 

起動系 
炉周期短 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

運転系線

型出力系 

測定範囲逸脱 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

左記のとおり地震、火災

等の発生時に講ずべき措

置について定めている。 

（原子炉運転に関する変

更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

運転系対

数出力系 

炉周期短 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

安全出力

系 

出 力 高 
ただし、出力180Ｗ～200Ｗの

運転を行う場合は運転継続 

積分出力高 

ただし、積分出力40Ｗ・ｈ～

0.1kW・ｈの運転を行う場合

は運転継続 

高圧電源電圧低 ――― 

高速給水流量高 ――― 

低速給水流量高 ――― 

炉心温度高 ――― 

ダンプ槽温度高 ――― 

原子炉施設の保

安に影響を与え

ない場合 

運転継続 炉心タンク水位高 正常状態であるため運転継続 

 

 （安全保護回路が作動した場合の措置） 

第35条 臨界技術第１課長は、安全保護回路が作動したときは、その原因及び状況を調査しな

ければならない。この場合において、その原因が特定施設にある場合は、工務第１課長に通

報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の通報を受けた場合において、その原因が特定施設にあるときは、

その原因及び状況を調査し、復旧措置を講ずるとともに、その原因及び状況並びに講じた措

置を臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、安全保護回路が作動した原因及びその状況の把握に努め、第37条に

定める原子炉が計画外停止した場合等の措置を講じなければならない。 

（原子炉運転に関する変

更） 

 （原子炉が計画外停止した場合等の措置） 

第37条 臨界技術第１課長は、第35条に定める安全保護回路が作動したとき、第34条に定める

警報回路が復帰できずに原子炉を停止したとき又は原子炉施設の保安を確保する必要から計

画外に原子炉を手動停止したとき（以下、この編において「計画外停止」という。）は、計画

外停止となった原因を除去するための措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1) 作動した安全保護回路の項目及びその原因 

(2) 中性子出力の正常な低下 

(3) 安全板の完全挿入 

(4) 炉心タンク内の完全排水 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉が計画外停止したときは、放射線管理第２課長に通報しなけ

ればならない。 

３ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けたときは、放射性物質の施設外及び施設内への

（原子炉運転に関する変

更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

放出の有無を確認し、臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項の措置及び確認を行ったとき並びに前項の通報を受けたとき

は、臨界ホット試験技術部長、原子炉主任技術者及び品質保証課長に通報しなければならな

い。 

５ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 （計画外停止後に原子炉を再起動する場合の措置） 

第38条 臨界技術第１課長は、原子炉が計画外停止した場合において、前条に定める措置を講

じた結果、原子炉の運転を再開しようとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなけれ

ばならない。 

(1) 安全保護回路及び警報回路が正常に復帰していること。 

(2) 作動した安全保護回路又は警報回路の計器及び原子炉の運転に係る放射線測定器の指

示が正常な値を示していること。 

(3) 第18条第１項及び第２項により確認した状態が維持されていること。 

２ 臨界技術第１課長は、前項の確認ののち、原子炉を再起動しようとするときは、臨界ホッ

ト試験技術部長の承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、

臨界ホット試験技術部長の承認を受けないで原子炉を再起動することができる。 

(1) ＳＴＡＣＹ施設外で電気事故が発生し、その事故の波及又は波及防止の措置として原子

炉を停止したとき。 

(2) 自然災害（地震を除く。）が発生し、その波及防止の措置として原子炉を停止したとき。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。 

（原子炉運転に関する変

更） 

 

 （点検等において異常を認めた場合の措置） 

第39条 臨界技術第１課長は、第18条の運転開始前の措置、第22条の運転停止後の措置、第33

条の２の不使用設備の点検並びに第43条の自然現象等が発生した場合の措置の結果、異常を

認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなけれ

ばならない。また、その異常が特定施設に影響を及ぼすおそれのある場合は、工務第１課長

に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、第18条の運転開始前の措置、第21条の原子炉運転日の巡視、第22条の運

転停止後の措置、第27条の原子炉停止中の巡視及び第43条の自然現象等が発生した場合の措

置の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための

措置を講ずるとともに、臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第56条の定めにより放射線管理第

２課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、その異常が原子炉

の運転に支障を及ぼすと認めるときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通

報しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

 

（原子炉運転に関する変

更、記載の適正化） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

  （火災発生時の措置） 

第39条の２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、施設に火災が発生

した場合は、第１編第40条に基づき関係者に通報するとともに、施設の安全を確保するため

の早期消火及び延焼の防止に努めなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中、施設内で火災が発生し、炉室の負圧が維持できな

くなる等、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがある場合、原子炉を停止しなければならな

い。 

３ 火災鎮火後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第

２課長は放射線管理施設を、それぞれ施設の損傷の有無を確認しなければならない。 

４ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報し

なければならない。 

５ 臨界技術第１課長は、第２項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホ

ット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

 

 

 

（原子炉運転に関する変

更） 

 

（項番号の繰下げ） 

 

（項番号の繰下げ） 

 

（項番号の繰下げ） 

 （自然現象等が発生した場合の措置） 

第43条 震度４以上の地震が発生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長

は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければならない。 

２ 竜巻に対して、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければ

ならない。 

(1) 竜巻によりＳＴＡＣＹに影響が及ぶおそれがある場合、臨界技術第１課長は、原子炉の

運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) 竜巻がＳＴＡＣＹ周辺を通過した場合又は通過したおそれがある場合、臨界技術第１課

長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、

それぞれ点検しなければならない。 

３ 火山の噴火に対して、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じな

ければならない。 

(1) ＳＴＡＣＹに影響を及ぼす降灰のおそれがある場合、臨界技術第１課長は、原子炉の運

転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) ＳＴＡＣＹに影響を及ぼす降灰があった場合、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第

１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければ

ならない。 

(3) 降下火砕物の荷重により、ＳＴＡＣＹに損傷を及ぼすおそれがある場合、臨界技術第１

課長は、降下火砕物の除去を行わなければならない。 

４ 原子力科学研究所内の森林火災、その他外部火災又は爆発が発生し、ＳＴＡＣＹに影響を

及ぼすおそれがある場合、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じ

なければならない。 

(1) 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。

また、外部火災の影響によるばい煙が制御室に侵入するおそれがある場合は、制御室の換

（自然現象等が発生した

場合の記載を明確化） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

気空調設備を停止し、ダンパを閉止する。 

(2) 当該火災の終息後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射

線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければならない。 

５ ＳＴＡＣＹに到達するおそれがある津波が発生した場合、次の各号に掲げる課長は、それ

ぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。 

(1) 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) 原子力科学研究所の敷地に津波が遡上したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工

務第１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなけ

ればならない。 

６ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中、施設周辺で有毒ガスが発生した場合は、必要に応

じて原子炉を停止するとともに、運転要員を退避させる措置を講じなければならない。 

７ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、第１項から第５項の点検の結果を臨界技術第１

課長に通報しなければならない。 

８ 臨界技術第１課長は、第１項から第５項までの点検又は第６項の措置を行ったとき及び前

項の通報を受けたときは、臨界ホット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければなら

ない。 

 

試験炉規則第15条第１項第６号ニ～試験炉規則第15条第１項第９号  本申請の範囲外 

 

試験炉規則第15条第１項第10号 

放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下同じ。）の種類、所管箇所、

数量及び機能の維持の方法並びにその使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められて

いること。 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方法の一部等として、第17

号における施設管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

【第２編 放射線管理】 

（放射線測定機器の維持点検及び巡視） 

第38条 区域放射線管理担当課長は、第３編第36条、第４編第19条、第５編第69条、第６編第

27条、第７編第61条、第８編第31条、第９編第29条、第11編第47条及び第12編第18条に規定

する放射線測定機器を備え付けるとともに、その性能を常に正常に維持するよう、各施設編

に定める施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところにより

管理しなければならない。 

２ 区域放射線管理担当課長は、前項に定める放射線測定機器の動作状況を毎週１回以上、巡

視しなければならない。ただし、原子炉施設の運転が１週間以上連続して停止される場合に

おいて、当該測定機器による監視を必要としないときは、この限りではない。この場合にあ

っても、１月を超えない範囲内で１回以上、巡視するものとする。 

３ 区域放射線管理担当課長は、第５編別表第25、第７編別表第23及び第11編別表第19に掲げる

放射線測定機器の動作状況を原子炉の運転開始前に点検し、その結果を本体施設の施設管理

者に通報しなければならない。 

４ 区域放射線管理担当課長は、同一運転日において予定した原子炉の運転を再開するときは、

第３項の点検を省略することができる。 

５ 環境放射線管理課長は、別表第15に掲げる放射線測定機器及び別表第15の２に掲げる可搬

型の放射線測定機器について、その性能を常に正常に維持するよう、施設管理実施計画並び

左記のとおり放射線測定

機器の種類、所管箇所、数

量及び機能の維持の方法

並びにその使用方法につ

いて定めている。 

 

 

 

 

 

 

（STACYの原子炉運転に

関する変更） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

に設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところにより管理しなければならない。 

６ 環境放射線管理課長は、下表に掲げる測定機器等について、巡視しなければならない。 

測定機器等 項  目 頻  度 

放射線測定機器 

（モニタリングポスト） 

（1）外観 

（2）動作状況 
１回／週 

可搬型の放射線測定機器 

（サーベイメータ） 

（1）外観 

（2）動作状況 
１回／月 

非常用電源装置 

（自動起動式設置型発電機） 

（1）外観 

（2）燃料量＊ 
１回／週 

動作状況 １回／２月 

＊ 自動起動式設置型発電機のタンクに、連続運転可能時間が24時間を下回らないよう、

必要な燃料量が保管されていることを確認する。 

７ 線量管理課長は、放射線測定機器の性能を確認するため、第３編、第４編、第５編、第６

編、第７編、第８編、第９編、第11編及び第12編において区域放射線管理担当課長が定める

設備保全整理表並びに第37条の４において環境放射線管理課長が定める設備保全整理表によ

り点検を行い、その結果をそれぞれ、区域放射線管理担当課長及び環境放射線管理課長に通

知しなければならない。 

 

試験炉規則第15条第１項第11号  本申請の範囲外 

 

試験炉規則第15条第１項第12号 

核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵等 

１．事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の運搬及び貯蔵に際して、臨界

に達しないようにする措置その他の保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設に

おける貯蔵の条件等が定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（燃料又は使用済棒状燃料の受入れ） 

第28条 臨界技術第１課長は、燃料又は使用済棒状燃料を受け入れるときは、臨界ホット試験

技術部長の承認を受けなければならない。ただし、使用済棒状燃料の受入れは、核燃料施設

等における新規制基準の適用の考え方（平成25年11月6日、原子力規制庁）に示される適合確

認の完了後としなければならない。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、燃料又は使用済棒状燃料を受け入れようとするときは、次の各号に

左記のとおり核燃料物質

の貯蔵に際し、臨界に達

しないようにする措置そ

の他の保安のために講ず

べき措置を講ずること、

貯蔵施設における貯蔵の

条件等について定めてい

る。 

 

（使用済棒状燃料の追加

（以下同じ）） 

（使用済棒状燃料の受入

れは新規制基準適合確認

後とするため） 

 

 

（使用済棒状燃料の追加
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

 掲げる事項について、点検しなければならない。なお、受入れにおいては、臨界に達しない

ように燃料又は使用済棒状燃料を取り扱わなければならない。 

(1) 棒状燃料 

イ 棒状燃料の番号及び数量 

ロ 棒状燃料の表面汚染 

ハ 棒状燃料の外観 

(2) 使用済棒状燃料 

イ 使用済棒状燃料の番号及び数量 

ロ 使用済棒状燃料の表面汚染 

ハ 使用済棒状燃料の外観 

４ 臨界技術第１課長は、前項の点検の終了後、次の各号に掲げる事項について、臨界ホット

試験技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 点検の結果 

(3) 受け入れた燃料又は使用済棒状燃料の種類及び数量 

(4) 貯蔵状況 

（以下同じ）） 

 （燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵） 

第29条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を貯蔵す

るときは、臨界に達しないようにするため、別表第16に掲げる貯蔵設備で行い、かつ、同表

に掲げる制限量を超えて貯蔵してはならない。また、別表第16の２に掲げる溶液燃料の濃度

制限値を超えて貯蔵してはならず、溶液燃料中の可溶性中性子吸収材の濃度を別表第16の３

に掲げる濃度制限範囲とすることにより、いかなる場合でも臨界とならないよう貯蔵しなけ

ればならない。 

２ 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を貯蔵すると

きは、貯蔵設備に施錠し、別表第16に掲げる貯蔵場所に、貯蔵上の注意事項を表示しなけれ

ばならない。 

３ 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理業務に

従事する者以外の者が貯蔵設備に立ち入るときは、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使

用済棒状燃料の管理業務に従事する者の指示に従わせなければならない。 

 

別表第16 貯蔵施設における燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵制

限量（第29条関係） 

種    類 
貯 蔵 施 設 

制 限 量 
貯蔵場所 貯蔵設備 

棒状燃料 
ウラン濃縮度 

約 5wt% 
炉室（Ｓ） 

棒状燃料貯蔵設備 

棒状燃料収納容器 
294kgU 

（使用済棒状燃料の追加

（以下同じ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定と審査基準との整理表 

17 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

溶液燃料 

ウラン濃縮度 

約 10wt% 

溶液貯蔵室－７ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
150kgU 

溶液貯蔵室－９ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
150kgU 

ウラン濃縮度 

約 6wt% 
溶液貯蔵室－９ 

溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
500kgU 

ウラン・プル

トニウム混合

酸化物燃料 

プルトニウム Ｐｕ保管室－３ 
粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 
60kgPu 

劣化ウラン Ｐｕ保管室－３ 
粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 
180kgU 

ウラン酸化物

燃料 

ウラン濃縮度 

約 1.5wt% 
Ｕ保管室 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備 

ウラン酸化物燃料収納架台 
92kgU 

コンパクト型

ウラン黒鉛混

合燃料 

ウラン濃縮度 

約 2～6wt% 
Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛混合燃料

貯蔵設備 

コンパクト型ウラン黒鉛混

合燃料収納架台 

260kgU 

ディスク型 

ウラン黒鉛 

混合燃料 

ウラン濃縮度 

約 20wt% 
Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛混合燃料

貯蔵設備 

ディスク型ウラン黒鉛混合

燃料収納架台 

67kgU 

酸化ウラン 

燃料 

ウラン濃縮度 

約 0.7～3.2wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
2092kgU 

ウラン・プル

トニウム混合

酸化物燃料 

プルトニウム富化度 

約 1.2～4.7wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
1kgPu 

ウラン濃縮度 

約 0.7wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
37kgU 

酸化トリウム 

燃料 
トリウム Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
40kgTh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中の点検）  

第30条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中、

６か月間に１回、次の各号に掲げる事項について、点検しなければならない。なお、点検に

おいては、臨界に達しないように燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を取

り扱わなければならない。 

(1) 棒状燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

（使用済棒状燃料の追加

（以下同じ）） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 棒状燃料収納容器及び棒状燃料の種類及び数量 

ニ 棒状燃料の貯蔵状況 

(2) 溶液燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 溶液燃料の量 

ニ 溶液燃料中の可溶性中性子吸収材の濃度 

(3) ウラン酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ ウラン酸化物燃料収納容器の数量 

ニ ウラン酸化物燃料の貯蔵状況 

(4) ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 貯蔵容器の数量 

ニ ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の貯蔵状況 

(5) コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の数量 

ニ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の貯蔵状況 

(6) 使用済棒状燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 使用済棒状燃料収納容器及び使用済棒状燃料の種類及び数量 

ニ 使用済棒状燃料の貯蔵状況 

 （燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の点検等において異常を認めた場合

の措置） 

第40条 臨界技術第１課長は、第28条第３項の燃料又は使用済棒状燃料の受入れ検査、第30条

の燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中の点検等の結果、異常を認

めたときは、次の各号に掲げる措置を講ずるとともに、その状況を臨界ホット試験技術部長

に報告し、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 燃料、ウラン酸化物燃料、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料、黒鉛混合燃料及び使

用済棒状燃料に異常を認めたときは、異常なものと正常なものとを区別し、識別の容易な

措置を講ずること。 

（使用済棒状燃料の追加

（以下同じ）） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

(2) 溶液燃料に漏えい等の異常を認めたときは、漏えいした溶液燃料を回収する等の措置を

講ずること。 

(3) 汚染があるときは、放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

 （燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の紛失を発見した場合の措置） 

第41条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の紛失を

発見したときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

 

（使用済棒状燃料の追加

（以下同じ）） 

２．（記載省略）  本申請の範囲外 

 

試験炉規則第15条第１項第13号 

放射性廃棄物の廃棄 

１．放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並びに運搬に関し、放射線安全

確保のための措置が定められていること。 

【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（放射性廃棄物の保管） 

第32条 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹにおける放射性廃棄物のうち、ＳＴＡＣＹで保管す

る廃棄物は、別表第17に掲げる設備で保管しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹにおけるα固体廃棄物のうち、第２編別表第22に掲げる

Ｂ－２レベルのものは封缶装置を使用して、鋼製容器に封缶しなければならない。 

 

左記のとおり放射性固体

廃棄物の保管に係る具体

的な管理措置について定

めている。 

（封缶装置の使用を明確

化） 

２．～７．（記載省略）  本申請の範囲外 

 

試験炉規則第15条第１項第14号（記載省略）  本申請の範囲外 

 

試験炉規則第15条第１項第15号 

設計想定事象等に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した対策が機能するよう、

想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講ずることが定められていること。 

（１）試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を策定し、要

員を配置するとともに、計画に従って必要な活動を行わせること。特に、当該計画には、

次に掲げる事項を含めること。 

イ 火災 

 可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に

到着するまでに行う活動に関すること。 

【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（手引の作成） 

第４条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＳＴＡ

ＣＹ本体施設運転手引を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項 

(2) 運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

(5) 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理に関する事項 

(6) 可燃物の管理に関する事項 

(7) 不使用設備の管理に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定めた特

定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得

左記のとおり火災に対

し、可燃物の管理、消防吏

員への通報、消火又は延

焼の防止その他消防隊が

火災の現場に到着するま

でに行う活動に関するこ

とについて定めている。 

 

（使用済棒状燃料の追

加） 

（原子炉運転に関する変

更、号番号の繰下げ） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＳＴＡ

ＣＹ原子炉主任技術者（以下この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得なけ

ればならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をした

ときは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

（火災発生時の措置） 

第39条の２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、施設に火災が発生

した場合は、第１編第40条に基づき関係者に通報するとともに、施設の安全を確保するため

の早期消火及び延焼の防止に努めなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中、施設内で火災が発生し、炉室の負圧が維持できな

くなる等、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがある場合、原子炉を停止しなければならな

い。 

３ 火災鎮火後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第

２課長は放射線管理施設を、それぞれ施設の損傷の有無を確認しなければならない。 

４ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報し

なければならない。 

５ 臨界技術第１課長は、第２項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホ

ット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉運転に関する変

更） 

 

（項番号の繰下げ） 

 

（項番号の繰下げ） 

 

（項番号の繰下げ） 

 

ロ （記載省略） 

 

 本申請の範囲外 

【STACY該当なし】 

 

（２）（記載省略）  本申請の範囲外 

 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機

材を備え付けること。 

【第 11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（維持すべき機器等の管理） 

第27条の２ 臨界技術第１課長又は工務第１課長は、別表第15の３に掲げる機器等について、

同表に定める設置場所及び数量並びにそれらの機能を維持するよう管理しなければならな

い。 

２ 臨界技術第１課長又は工務第１課長は、前項の機器等に故障又は経年劣化による性能低下

が生じた場合は、修理又は代替品と交換しなければならない。 

 

別表第15の３ 維持すべき機器等（第27条の２関係） 

分    類 種    類 設 置 場 所 数 量 

避難用の照明＊１ 保安灯 実験棟Ａ 40台 

左記のとおり必要な照明

器具、無線機器その他の

資機材を備え付けること

について定めている。 

（原子炉運転に伴い維持

すべき機器等の管理を追

加） 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

実験棟Ｂ 16台 

非常用照明灯 
実験棟Ａ 145台 

実験棟Ｂ 98台 

誘導灯 
実験棟Ａ 74台 

実験棟Ｂ 53台 

可搬式の 

仮設照明＊１ 

懐中電灯 実験棟入口付近 ２台 

仮設照明（蓄電池式） 実験棟入口付近 １台 

通信連絡設備＊２ 

一斉放送装置 

放送端末 制御室 １台 

スピーカ 
実験棟Ａ 52台 

実験棟Ｂ 46台 

ページング装置 
実験棟Ａ 47台 

実験棟Ｂ 38台 

施設間通信 

連絡設備 

固定電話 事故現場指揮所 １台 

携帯電話 事故現場指揮所 １台 

溢水防護設備 マンホール蓋 実験棟Ｂ ２枚 

漏えい警報装置 副警報盤＊３ 管理棟 １台 

＊１：別図第４に配置を示す。 

＊２：別図第５に配置を示す。 

＊３：この表において副警報盤とは、廃液貯槽（中レベル廃液系、低レベル廃液系、極低レベル廃

液系、有機廃液系）及びＵ溶液貯槽の漏えい検知器に関するものをいう。 

 

別図第４ ＳＴＡＣＹの避難用の照明の配置図（図面省略） 

別図第５ ＳＴＡＣＹの通信連絡設備の配置図（図面省略） 

 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 【第１編 総則】 

（職務） 

第７条 原子炉施設の保安に関する各職位と職務は次のとおりとする。 

(1) ～ (37) （変更なし） 

(38) 臨界技術第１課長は、施設管理者として、ＳＴＡＣＹの本体施設の運転及び保守の管

理、核燃料管理者として、燃料並びにＶＨＴＲＣ施設及びＴＣＡから引き渡された使用済

燃料の管理並びに区域管理者として、ＳＴＡＣＹの管理区域に係る放射線管理に関する業

務を行う。また、施設管理者として、ＴＲＡＣＹの本体施設の廃止措置の管理及び区域管

理者として、ＴＲＡＣＹの管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。 

左記のとおりその他必要

な機能を維持するための

活動を行うために必要な

体制を整備することにつ

いて定めている。 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

(39)  （変更なし） 

２ この規定に定める保安活動及び品質マネジメント活動と前項に掲げる者との関連は、別表

第３に示すとおりとし、各職位は、品質マネジメントの考えのもとに各自が所掌する保安活

動の業務を実施する。 

３ 同一の原子炉施設が複数の施設管理統括者によって分担管理されている場合における当該

施設の保安管理のとりまとめは、特に定めのない限り、本体施設の施設管理統括者が行う。 

４ 施設管理者の業務の一部を行わせるため分任施設管理者を置くことができ、分任施設管理

者に係る業務等は、次のとおりとする。 

(1) 分任施設管理者が行う保安管理の業務のとりまとめは、施設管理者が行う。 

(2) 分任施設管理者及びその業務の範囲は、所長が指定する。 

５ 同一の原子炉施設が複数の施設管理者によって運転されている場合における運転のとりま

とめは、本体施設の施設管理者が行う。保守についても、これを準用する。 

 

試験炉規則第15条第１項第16号（記載省略）  本申請の範囲外 

 

試験炉規則第15条第１項第17号 

試験研究用等原子炉施設の施設管理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びにこれらの評価及び改善に

ついて、「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等

に係る運用ガイド」（原規規発第1912257号－７（令和元年12月25日原子力規制委員会決定））

を参考として定められていること。 

【第11編 ＳＴＡＣＹの管理】 

（施設管理実施計画等の策定） 

第22条の４ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌す

る設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定しなけれ

ばならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停止中

の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関す

ること。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関するこ

と。 

ト への確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関する

こと。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設備・機

器について、次の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び検査要否整理表を策定

しなければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

左記のとおり施設管理実

施計画の策定について定

めている。 
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子力科学研究所原子炉施設保安規定（変更箇所を下線で示す。） 備 考 

３ 第１項及び前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理を

行う観点から特別な状態にある場合は、第７条の２の定めにより作成する年間運転計画に

おいて特別な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試験炉規則

第９条第１項第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画並びに特別な設備保全整理表

及び検査要否整理表を定めることができる。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び

検査要否整理表を取りまとめ、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

５ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術

部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

７ 臨界技術第１課長は、第４項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２

課長に通知しなければならない。 

 

 

（原子炉運転に関する変

更） 

 

 

 


